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今年も第13回山口県学童保育講座に向けて動き出しました。1月に第1回実行委員会、2月に第2回実行委

員会を行いました。学童保育講座は、指導員の専門性の向上や保護者が学童保育に参画することを目的に

毎年開催しています。特に、これから対象児童が6年生までの小学生となり、高学年に対応した保育をしっかり

と考えておかなければなりません。今までよりも明らかに求められる専門性が増してくるのです。

今どんなことを研修として行うべきか、どんな研修内容が最適かを話し合い、地域間での交流や情報交換も

大切にしながら実行委員会を進めています。

第３回講座実行委員会のお知らせ

日程 ２０１５年３月２２日（日） ９時３０分～１１時３０分

場所 山口県セミナーパーク 研修室2１０

内容 第１３回講座について 地域間交流 開催日程、講座内容など

山口県学童保育講座のアンケートで、実行委員を希望された方には案内を郵送

でお送りしています。講座実行委員として、一緒にがんばりましょう！！

～学童保育指導員としての基礎知識～

保育とは具体的にどういうこうとをするのか？

子どもの安全だけをみていればいいのか？

保育には、養護、ケア、教育と３つの要素があります。養護とは［子どもの安全・

健康］であり、ケアとは［子どもの思いを分かち合う］こと、教育は［人間性の教

育］のことです。これら３つを同時に行うことが保育なのです。

自分の保育を振り返ってみてください。養護と教育はバッチリでもケアができて

いないなんてことありませんか？常に自分の保育を振り返ること、そして子ども

たちの最善の利益を考え実践することが重要です。

第4回実行委員会は

4月26日（日）の予定です。

第4回以降の案内は実行委

員会に参加した方、ご連絡

のあった方にお送りします。

今のところ、参加地域は岩

国、下松、下関、美祢、光で

す。まだ参加のない地域の

方は、第3回実行委員会に

ぜひ参加してください!!

学童保育指導員という仕

事を確立していくためには

県内学童保育指導員のみ

なさんの協力が必要です!!

～下関市で児童クラブ指導員が主催した茶話会が開催されました～

２月末に下関市で交流・学習・情報交換を目的に、指導員同士が自主的に集

まり茶話会を行いました。約2時間の会で、参加は38名でした。

指導員が集まり、情報交換をしながら専門性を学習する場として今後も開催

する予定です。

月刊『日本の学童ほいく』

学童保育専門誌として、相

棒指導員と保育理解を深

めるために、指導員学習会

の開催、新人研修の教材な

どに活用できます。また、

普段の保育でも、なぞな

ぞコーナーを紹介したり、

子どもたちの絵を投稿した

り幅が広がります。みんな

で読んで、学童保育をもっ

とすばらしいものに!!

購読は山口県連協へ

第13回山口県学童保育講座

平成27年 11月29日（日） に開催が決定しました!!

平成27年度(案)の概要 ［質の改善に関わる市町村への支援策］

①放課後児童クラブ開所時間延長支援事業［拡充］ (1) 153万9千円 (2) 283万1千円

(1)18時30分を超えて開所し、非常勤職員1名分の処遇改善経費

(2)または、地域の中核的な児童クラブに常勤職員を配置するための処遇改善経費

②障害児を5人以上受け入れている場合の加配職員の配置［新規］ 171万2千円

・現在受け入れる障害児数に関わらず1名加配しているが、5人以上受け入れる場合に

は、加配職員1名に追加して更に1名を配置するために必要な経費の補助を行う。

③19人以下の小規模クラブにおける職員の複数配置［新規］ 53万2千円

・2名以上の配置基準を基本としているため、小規模クラブについて必要な経費の補助

を行う。


